
広報かみのかわ  27.5.1

【
5
月
の
記
念
日
】 

鯉
の
ぼ
り
は
鯉
が
滝
を
昇
り
龍
に
な
る
と
い
う
故
事
に
ち
な
ん
だ
立
身
出
世
の
象
徴
で
す
。
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今
、お
住
ま
い
の
住
所
と
住
民
票
の
住

所
が
異
な
る
方
は
、お
住
ま
い
の
市
町
村

に
、住
民
票
の
異
動
を
お
願
い
し
ま
す
。な

お
、通
知
カ
ー
ド
を
確
実
に
お
届
け
す
る

為
、ア
パ
ー
ト
等
に
お
住
ま
い
の
方
で
、方

書
き
が
住
民
票
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、方
書
き
も
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、申
請
に

よ
り
、平
成
28
年
1
月
か
ら
無
料
で
交
付

さ
れ
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
？

本
人
確
認
の
際
の
身
分
証
明
書
と
し

て
利
用
で
き
る
ほ
か
、各
種
行
政
手
続
の

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
使
用
で
き
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

①
平
成
27
年
10
月
以
降
に
届
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
て
い
る「
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」に
、顔
写
真
を
貼
り
付
け
、

返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
、ポ
ス
ト
に
投
函
。

　
　
　
　
　
　
　
　

←

②
平
成
28
年
1
月
以
降
、個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付

準
備
が
整
う
と
、は
が
き
で
交
付
通
知
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
の
で
、運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
、通
知
カ
ー
ド
を
あ
わ
せ
て
お
持
ち
に
な

り
、役
場
住
民
生
活
課
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

←

③
本
人
確
認
の
上
、暗
証
番
号
を
設
定
し
て
い
た
だ

き
、個
人
番
号
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、
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平
成
27
年
10
月
か
ら
住
民
の
皆
様
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
！

●
行
政
相
談
制
度
と
は

行
政（
総
務
省
）と
民
間
有
識
者
で
あ

る
行
政
相
談
委
員
が
一
体
と
な
っ
て
、皆

さ
ん
か
ら
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
意

見
・
要
望
を
受
け
て
、そ
の
解
決
や
実
現

を
促
進
す
る
と
と
も
に
、行
政
運
営
の

改
善
な
ど
を
図
っ
て
い
ま
す
。

●
行
政
相
談
に
難
し
い
手
続
き
は
あ

り
ま
せ
ん

ご
相
談
を
、電
話
や
口
頭
、手
紙
な

ど
で
お
聞
き
し
て
、み
な
さ
ま
へ
の
助

言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
通
知

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。相
談
は
無
料
で

す
。秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
こ
の
よ
う
な
場
合
ご
相
談
を

◆
国
の
仕
事
、特
殊
法
人
等
の
仕
事
に

つ
い
て

・
相
談
し
た
が
、説
明
や
措
置
な
ど
に

納
得
が
い
か
な
い

・
制
度
や
仕
組
み
が
わ
か
ら
な
い

◆
年
金
、医
療
保
険
、老
人
保
険
・
福

祉
、交
通
安
全
、郵
便
、道
路
、行
政

窓
口
サ
ー
ビ
ス
等

・
道
路
の
案
内
標
識
を
も
っ
と
わ
か
り

や
す
く
し
て
ほ
し
い
。

・
年
金
の
裁
定
額
に
納
得
で
き
な
い
。

●
特
色

総
務
省
行
政
評
価
局
が
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
ま
す
。 

・
全
国
の
行
政
相
談
委
員
、管
区
行
政

評
価
局
、行
政
評
価
事
務
所
が
一
体

と
な
っ
て
受
付
・
処
理
を
し
ま
す
。

・
行
政
評
価
の
実
施
に
よ
り
、苦
情
の

解
決
の
促
進
は
も
と
よ
り
、行
政
制

度
や
運
営
を
改
善
し
て
い
ま
す
。

●
町
で
は

行
政
相
談
委
員
は
、総
務
大
臣
が
法

律
に
基
づ
い
て
民
間
有
識
者
の
中
か
ら

委
嘱
し
ま
す
。本
町
で
は
、藤
田
猛
さ
ん

と
高
田
す
み
子
さ
ん
が
隔
月（
奇
数
月
）

の
第
1
第
3
水
曜
日
に
、上
三
川
い
き

い
き
プ
ラ
ザ
共
用
相
談
室
で
定
期
的
に

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。ま
た
、定

期
的
相
談
以
外
に
自
宅
で
も
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
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談
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】
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猛
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
を
お
届
け
し
ま
す
。
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広報かみのかわ  27.5.1

【
5
月
の
記
念
日
】 

5
月
5
日
は
ほ
か
に
も「
お
も
ち
ゃ
の
日
」「
わ
か
め
の
日
」で
も
あ
り
ま
す
。
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消
費
豆
知
識
㉔

〇「
老
人
ホ
ー
ム
入
居
権
を
代
わ
り
に
申
し

込
ん
で
」は
詐
欺
で
す
！

突
然
知
ら
な
い
業
者
か
ら「
老
人
ホ
ー
ム

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
届
い
た
ら
連
絡
し
て

欲
し
い
」と
電
話
が
あ
っ
た
。数
日
後
に
届

い
た
の
で
連
絡
す
る
と「
入
居
し
た
い
人
が

い
る
の
で
権
利
を
譲
っ
て
欲
し
い
。申
込
書

に
あ
な
た
の
名
前
を
書
い
て
申
し
込
ん
で

欲
し
い
」と
指
示
さ
れ
実
行
し
た
。2
日
後

に
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
か
ら「
名
義
貸
し
は
違

法
行
為
で
罪
に
な
る
。1
0
0
万
円
払
え
ば

名
前
を
消
す
」と
言
わ
れ
、怖
く
な
り
言
わ

れ
る
が
ま
ま
宅
配
便
で
現
金
を
送
っ
た
。す

る
と
、老
人
ホ
ー
ム
の
監
査
人
と
名
乗
る
人

か
ら「
あ
と
5
0
0
万
円
支
払
わ
な
い
と
警

察
に
捕
ま
る
」と
脅
か
さ
れ
た
。

親
切
心
に
つ
け
込
ん
だ「
老
人
ホ
ー
ム
入

居
権
」に
関
す
る
劇
場
型
詐
欺
が
依
然
と
し

て
続
い
て
い
ま
す
。「
名
義
を
貸
す
だ
け
」と

説
明
が
あ
っ
て
も
、後
か
ら
様
々
な
口
実
で

お
金
を
要
求
さ
れ
ま
す
。

・
不
審
な
電
話
は
相
手
に
せ
ず
、す
ぐ
に
切

り
ま
し
ょ
う
。

・一
度
お
金
を
払
っ
て
し
ま
う
と
次
々
に
請

求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。不
安
に
感

じ
て
も
絶
対
に
払
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
宅
配
便
な
ど
で
は
、送
金
し
た
証
拠
が
残

ら
な
い
こ
と
が
多
く
、い
っ
た
ん
送
金
し

て
し
ま
う
と
、お
金
を
取
り
戻
す
の
は
非

常
に
困
難
で
す
。

詳
し
く
は
上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
日
時
＝

　

月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
9
時
〜
正
午

　

午
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時
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時

▼
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所
＝
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▼
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費
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活
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ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

事
例
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個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の取扱
いに関する基本的なルールを定めるとともに、町民の
皆さんが自己の個人情報について、開示、訂正等を請
求する権利を保障する制度です。
上三川町個人情報保護条例に基づく平成26年度（平
成26年4月1日～平成27年3月31日）の開示等請求は
次のとおりです。
①個人情報取扱事務登録件数　479件
②個人情報開示請求の状況

平成26年度　個人情報保護制度実施状況

※開示請求は、すべて町長部局です。
③訂正・削除・目的外利用及び外部提供の中止の請求
件数　0件
④個人情報に関する苦情の申出件数　0件

決 定 内 容

開　
　

示

部
分
開
示

不
開
示

不
存
在

不　服

申立て

開示請求

件　　数

7 4 2 0 1 0

情報公開制度は、町民の皆さんが町の保有する情報
（公文書）の公開を請求する権利を保障し、町の機関に
対して、条例上非公開と定められている場合を除き、
情報を公開することを義務付ける制度です。
上三川町情報公開条例に基づく平成26年度(平成
26年4月1日～平成27年3月31日)の請求内容等は次
のとおりです。

平成26年度　情報公開実施状況

※請求は、町長部局11件、教育委員会1件、水道事業6
件です。

決 定 内 容

公　
　

開

部
分
公
開

非
公
開

不
存
在

不　服

申立て
請求件数

18 16 2 0 0 1

▶問い合わせ先＝総務課　自治行政係　　　　911656


